
平成２６年度さぬき市働く婦人の家運営委員会 会議要旨（要約） 

１ 日 時 平成２７年３月４日（水）  １３：３０～１４：４０ 

２ 場 所 志度働く婦人の家１階会議室 

３ 出席者［委 員］岡  裕子  金岡エミ子  井上 綾子  矢野 省三 

          高橋アイ子  宮岡由喜美  大森 郁代 

     ［事務局］松岡 義治  頼富 博幸 

     ［傍 聴］０名 

４ 議 題 平成２５年度働く婦人の家事業報告について 

      平成２６年度働く婦人の家事業計画及び中間報告について 

      その他 

５ 会議の内容は次のとおりである。 

発言者 意見概要 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

（事務局） 

 

 

 

 

（委 員） 

 まず、本日の委員の出席者は７名で全員の出席となりましたので、この

会が成立することを報告します。 

それでは、ただ今から平成２６年度さぬき市働く婦人の家運営委員会を

開催させていただきます。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、

さぬき市働く婦人の家運営委員会にご出席いただきまして、誠にありがと

うございます。 

議題に入る前に、さぬき市働く婦人の家運営委員の任期が６月１日から

の２ヵ年となっています。 

６月１日付けで遅くなっておりますが、ここで委嘱状の交付を行いたい

と思います。 

今回、新しく１名の方が就任されました。委員総数７名でございます。

委員の数は規則で１０名以内となっていますが、公募３名の応募が無かっ

たので欠員となっております。 

委嘱状はお手元へお配りしますので、着席のままお待ちください。 

それでは、初めての顔合わせとなりますので、簡単に自己紹介をお願い

します。 

（自己紹介） 

（自己紹介） 

 委員改選に伴い、さぬき市働く婦人の家条例施行規則第９条の規定によ

り、委員会に委員長及び副委員長を置くとあります。選任については、委

員の互選とありますので、委員長、副委員長を選んでいただくようお願い

します。 

（宮岡由喜美委員長、矢野省三副委員長案推挙） 



（事務局） 

 

（委 員） 

（事務局） 

 

（宮 岡） 

（矢 野） 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議 長  

（委員長） 

 

（事務局） 

 議 長  

（委 員） 

 議 長  

 

（事務局） 

 議 長  

（委 員） 

 議 長  

（事務局） 

 

 

 

 ただ今のご発言により、委員長を宮岡由喜美委員、副委員長を矢野省三

委員でよろしいでしょうか。拍手多数で決定したいと思います。 

（全員拍手） 

 それでは、委員長、副委員長就任にあたり、宮岡様、矢野様ご挨拶をお

願いします。 

（挨拶） 

（挨拶） 

ありがとうございました。 

それでは、議事の進行の前に運営委員会の情報公開についてご説明をさ

せていただきます。平成 14 年 11 月 1 日に審議会等の会議の公開に関する

指針が策定されています。そこで、当運営委員会につきましては、原則と

して公開することとなっております。議事の内容等によりまして、運営委

員会が特に必要と認めた時には非公開とすることができます。従いまして、

会議が公開の場合は会議記録につきましても公開とし、インターネットの

ホームページにも掲載することとなります。非公開の場合は、特段の決定

があった時を除きまして、会議録も非公開とします。以上、情報公開につ

きましてご説明を申し上げました。 

それでは「さぬき市働く婦人の家条例施行規則」第１０条により、議長を

宮岡 由喜美さんにお願い致しまして議事に入っていただきたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

お手元にお配りしてございます会議の次第に従いまして、会議を進めて

まいりたいと存じます。｢平成２５年度働く婦人の家事業報告｣を事務局か

ら説明をお願いします。 

（事務局説明） 

 ただいまの説明について、ご質問等ございませんか。 

（質疑なし） 

続きまして、｢平成２６年度働く婦人の家事業計画及び中間報告｣を事務

局から説明をお願いします。 

（事務局説明） 

 ただいまの説明について、ご質問等ございませんか。 

（意見なし） 

最後に「その他」について、事務局からあれば説明をお願いします。 

現在、公民館運営審議会で使用料金の改定を行っているところでありま

す。これは、さぬき市の公民館が旧５町のときのままの料金体系になって

いることから、施設により不公平さが出ていることを解消しようとするも

のです。志度働く婦人の家は志度公民館と複合館となっていることから、



  

 

 

 

 

 議 長  

（委 員） 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

（委 員） 

 

（事務局） 

 

 議 長  

（委 員） 

 議 長  

 

（事務局） 

この料金改定の対象となり、併せて津田働く婦人の家も改訂することにな

ろうかと思います。 

今後は、働く婦人の家運営委員会でもこの料金改定について検討課題と

して取り扱いますので、よろしくお願いいたします。 

 この他に意見はありませんか。 

 高齢者や障害をお持ちの方に対応した設備をお願いします。例えば志度

働く婦人の家において、玄関前のスロープの見直しや、手すりをつけるな

どとか、土足で館内に入りたいのです。特にスリッパで階段の上り下りが

難しいと思います。 

志度公民館（志度働く婦人の家）を人口規模に沿った大きさにして欲し

いと思います。講座や会議でいつも会場が埋まっており、空き待ちの人が

たくさんいます。 

志度支会からも公民館の建直しについて要望が出されております。この

ことにつきましては、政策課と一緒に検討している状況です。 

スロープの見直しや手すり、館内の土足化については、改修工事を必要

としますので、対応について前向きに検討したいと思います。 

前にもお願いしておりますが、長机が壊れていて新しいものにするか、

廃校する学校の備品を譲っていただくことはできないでしょうか。 

必要な備品の要望を出し、希望に近い備品異動ができるよう対応させて

いただきます。 

 この他に意見はありませんか。 

（意見なし） 

以上で予定されていました議題については、全て終了いたしました。事

務局のほうへ進行をお返しいたしますので、お願いします。 

委員長、議事進行ありがとうございました。 以上を持ちまして、平成

２６年度さぬき市働く婦人の家運営委員会を閉会させていただきます。 

本日はありがとうございました。 


